
長野県良好な生活環境の保全に関する条例の規定による特定施設 

（規則第４条、別表第１） 

１ 

学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）第５条の２に規定する共同調理場に設置されるち

ゅう房施設（業務の用に供する部分の総床面積（以下「総床面積」という。）が 160m2以

上 500m2未満の事業場に係るものに限る。） 

２ 
弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設（総床面積が 120m2以上 360m2未

満の事業場に係るものに限る。） 

３ 
飲食店（次項及び５の項に掲げるものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面積が

140m2以上 420m2未満の事業場に係るものに限る。） 

４ 

そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しな

い飲食店（次項に掲げるものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面積が 210m2以

上 630m2未満の事業場に係るものに限る。） 

５ 

料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の

接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設（総床面積が 500m2以

上 1,500m2未満の事業場に係るものに限る。） 

６ 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院に設置される施設で

あって、次の各号に掲げるもの（病床数が、湖沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律第

61号）第３条第２項の規定による指定地域にあっては 50以上 120未満、当該指定地域以

外の地域にあっては 50以上 300未満の事業場に係るものに限る。） 

(1) ちゅう房施設 

(2) 洗浄施設 

(3) 入浴施設 

７ 

卸売市場法（昭和 46年法律第 35号）第２条第２項に規定する卸売市場に設置される水産

物に係る施設であって、次の各号に掲げるもの（これらの総面積が 200m2 以上 1,000m2

未満の事業場に係るものに限る。） 

(1) 卸売場 

(2) 仲卸売場 

８ 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 77 条に規定する自動車特定整備事業の用

に供する洗車施設であって、自動式車両洗浄施設以外のもの（屋内作業場の総面積が

300m2以上 800m2未満の事業場に係るものに限る。） 

９ 舗装材料製造業の用に供する廃ガス洗浄施設（アスファルトプラントに係るものに限る。） 

 


